現場説明書

現　場　説　明　書
奥出雲町財政課
事　 業 　名　　　　　　
工　 事 　名   　 　　　高齢者等福祉施設整備工事
  工事場所  　  　　　奥出雲町　三沢　地内
　工        期　　　　　　契約締結の翌日から、公告による完成期日まで
  仕様書の閲覧・配布    　公告による

配布日時　　　　　　令和８年６月２３日
工事の種別　　　　　　・新築・増築・改築・改修・修繕・保全・解体
業務内容について　　　　配布（ＰＰＩ掲載）で仕様書（図面）を確認してください。
既設資料（図面）の閲覧　・あり（閲覧場所：　　　　　　　　　　）
・なし
設計図書に関する質問(ＦＡＸによる)
現地確認
希望者のみ
集合場所 奥出雲町三沢１０９９－７旧三沢小学校（現地）
日時　　 令和８年７月１０日（金）１０時００分までに集合
　　 （３０分程度）
質問締切
提出先　財政課
様式　　指定（別添）
日時　　令和８年７月１４日（火）１７時００分まで
ＦＡＸ　０８５４－５４－１２２９
（電話：０８５４－５４－２５２２）
質問回答
日時　　令和８年７月１７日（金）１７時００分まで
ＰＰＩによる通知
　その他　　　　　　ダウンロードされたものの複製は入札行為及び工事施工で使用する以外は禁じております。
共　通　事　項
1． 資格者について
（1） 配置：関係法令に従い適切に配置しなければならない。
（2） 専任：関係法令に従い適切に配置しなければならない。兼務の届が必要な時は着手前に協議・確認を行うこと。

　　　（注）落札後、技術者の確認を行う。通知された営業所、支社、支店等で、落札されても契約できない場合が出てくる可能性があります。受注できない場合は早めに「辞退」等の届けを出してください。

2． 竣工後の事後調査への協力

受注者は、本工事が奥出雲町が実施する事後調査（竣工１年後に実施する施設調査）の対象となった場合は、これに立会し協力し、利用・保全の状態を確認し指導しなければならない。
３．  契約約款に基づく事項
（１）契約書に従い適切に施工しなければならない。
（２）請負代金の支払を受けようとするときは、関係法令及び条例等に従い適切に　処理しなければならない。
４．　関連工事

　　　　本工事と関連工事とは密接な連絡を図り、工事の円滑な施工に協力しなければならない。

　　　なお、関連工事との取り合い、仕上げの最終責任は、本工事　関連工事（　　　　　　　　　　　）の受注者とする。
５．　その他

記載の無いこと及び図面特記の無いことについては、「島根県公共工事共通仕様書第1篇共通編」による。県内産材、県内取扱業者、県内業者は１次的には町内で読み替えたうえ、やむを得ない場合は県内とする。
工事用看板等の使用については県の営繕に準拠します。（工事請負対象額３０，０００千円以上の建築関係工事）
平成３１年４月１日から県営繕工事に関する工事監理書類について記載の工事監理書類
の簡素化についてを利用する場合は監督員と協議を行い、どこまで利用するかを決定すること。
　
注意
　現場確認希望者は令和８年７月９日（木）１２時までにＦＡＸにてお知らせください。
　様式は任意で「現場確認」と記載し、会社名、工事名、人数、連絡先、担当者を記載してください。現地確認を希望されない方は提出不要です。
提出先（健康福祉課）
ＦＡＸ：０８５４－５４－００５１
電話　：０８５４－５４－２５１１
　※１社の上限は２人までとし、移動は各社の自動車とします。
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